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1.　はじめに

建設から 50 年が経過した上田市役所本庁舎と
30 年以上経過した南庁舎は，平成 20 年に行った
耐震診断の結果，耐震性能不足が判明し耐震性能
と機能確保のため，当初は耐震改修を行う計画を
進めていた。しかし，少子高齢化による人口減少
社会にも直面する中，限られた財源を有効活用し
ながら上田市民の暮らしを支える中枢施設として
の市庁舎機能を維持・拡充するため，平成 28 年
から急きょ南庁舎は耐震改修し本庁舎は改築する
計画に方針を転換した。
既存ストックを最大限活用するため，現在地で

南庁舎を耐震補強し，必要な機能・規模を満たし

た新庁舎を平成 32 年度（2020 年度）末までに改
修・改築する事業計画としたが，この期間で事業
を完了させるためには，スピーディーで確実な事
業実施が求められた（写真－ 1）。
平成 29 年，基本計画をまとめ設計者を選定す
る段階に入ったが，新たな発注方式を模索する
中，国土交通省の「多様な入札契約方式モデル事
業」に応募し採択され，国土交通省から派遣され
た発注者支援事業者の支援を受け，発注方法の検
討と並行して事業を進めてきた。

2.　改修・改築事業の経過と概要

⑴　耐震性能の確保から改築へ
上田市役所本庁舎は昭和 42 年に，南庁舎は昭
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写真－ 1　現在の上田市役所外観（左：南庁舎　右：本庁舎高層棟）
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和 55 年に建設された。平成 20 年に行った耐震診
断の結果，耐震性能が不足し，特に本庁舎は震度
6強から 7程度の地震で倒壊・崩壊する恐れがあ
ることが判明したが，当時は学校など市民が直接
利用する公共施設の耐震化を優先したため，庁舎
の耐震改修設計は平成 26 年から開始した。
基本設計を終了した時点で，補強と設備費更新
に係る費用は 41 億円と見込まれたため，同規模
程度の庁舎を敷地内で建て替えた場合の費用比較
や将来的な費用対効果から見て，改築が有利と判
断し計画見直しに着手した。

⑵　上田市庁舎改修・改築検討委員会の設置
庁舎を耐震化する方法を方針転換することや庁
舎のあり方の検討については，庁内に検討会議を
組織して進めるとともに，市民の代表と有識者に
よる検討委員会を設置し，市民や専門家の意見を
聞きながら検討を進めた。

⑶　基本構想の策定
平成 28 年 9 月に着手した基本構想の策定で
は，合併特例債が使える平成 32 年度末までに新
庁舎を完成させることを前提に構想を練り，既存
ストックを最大限活用できるよう，約 8,200 m2

の現在地の敷地内で南庁舎は耐震補強し，本庁舎
は改築・建て替えることとした（図－ 1）。
市役所庁舎のある現在の敷地は，一昨年NHK
大河ドラマ真田丸で話題となった上田城跡の本丸
へ向かう大手通り沿いに位置し，旧城下町として

景観計画を定められた，都市計画上の制限の厳し
い区域である。さらに，既存本庁舎の高層棟と南
庁舎では，業務を継続しながら既存本庁舎の低層
棟を解体した位置に新本庁舎を建設する計画のた
め，厳しい施工条件となり，平成 32 年度末まで
に新本庁舎を完成させるスケジュールはかなりタ
イトなものになった。

⑷　基本計画の策定
基本構想策定後は，より具体的な機能や規模，
配置計画など設計に反映する要件を定める基本計
画策定に向け検討を進めた。検討では，引き続き
依頼した検討委員からのさまざまな議論や提言に
基づき，市民の利便性向上や防災拠点となる庁
舎，周辺景観への配慮の他，地球温暖化対策とし
て上田市庁舎は ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・
ビル）化など，環境負荷の低減についても積極的
に取り組むことを計画に掲げた。
また庁舎の規模については，周辺に分散した庁
舎を集約したかったが，制約の多い敷地条件か
ら，機能は集約するが，組織集約は可能範囲で行
うことで，規模は 1 万〜 1 万 3,000 m2 として，
具体的な面積は基本設計の検討にゆだねることと
した（図－ 2）。
事業手法については，近年，長野県内の庁舎建
設において導入された実施設計からのDB方式を
参考にしながら，入札不調のリスク回避やより合
理的な設計が行われるよう，従来の設計・施工分
離方式の他，DB方式や ECI 方式の中から新本庁

図－ 1　基本構想・基本計画における庁舎整備の基本方針
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舎建設にもっとも適した事業手法を選択すること
として，昨年 10 月に基本計画を策定，決定した。

⑸　設計者の選定
設計者の選定について，外部の建築専門家を加
えた設計者選定委員会を組織し，基本計画策定と
同じ 10 月に公募型プロポーザル方式による公募
を開始した。公募を公告した時点では，モデル事
業による「多様な入札契約方式」の検討途中であ
ったため，事業手法は定められないまま開始とな
ったが，設計者を選定する最終プレゼン・ヒアリ
ングの直前に，「新庁舎建設の事業手法について」
実施設計・施工一括発注方式を基本とすることを
公表し，12 月末に設計者を選定，翌年 1 月から
基本設計に着手した。

⑹　南庁舎耐震補強
この計画を基に南庁舎耐震補強工事について
は，昨年 9月に実施設計を着手し年度内に完了。
本年 7月から工事に着手し，現在も南庁舎での業
務を継続しながら土日を中心に補強工事を進めて
いる。

3.　モデル事業による課題の
検証と解決方法

国土交通省による「多様な入札契約方式モデル
事業」については，昨年 4月に認知しさっそくモ
デル事業報告会に参加した。モデル事業の支援期
間は，基本計画のまとめの段階と基本設計を開始

する時期であり，発注方式を決定するタイミング
との若干のずれもあったが，支援は有効と考え応
募，採択を受け 8月から支援を受けた。支援内容
として，事業概要の確認，発注者が抱える課題の
把握から始まり，本質的な課題の明確化，課題解
決のための最適な入札契約方式の検討へと進んで
いった。

⑴　市が抱えていた課題（図－ 3）
①　活用可能な財政負担の少ない財源が限られて
いること
平成 28 年に開始した基本構想の検討段階で活
用可能な財源は，平成 32 年度完成が前提となる
合併特例債と市で積み立てた基金が主なものと考
えていた。熊本地震で被災し市町村役場が使用不
能な事態が発生する中，市町村役場機能緊急保全
事業による起債も可能となったが，活用可能な期
間は同じく平成 32 年度末であった。
②　限られた事業スケジュール
基本設計から実施設計，解体，建設に要するス
ケジュールは 4年程度が標準的な期間と考えてい
たが，計画を策定した時点で残された期限は 3年
半となっており，その期限内で新庁舎を完成させ
るスケジュールで事業を進めることが必要だっ 
た。
③　現地建て替えによる制約
人口減少社会を迎え，「公共施設マネジメント
基本方針」では，施設の総量削減や適切な維持管
理，統廃合による集約化・複合化，コンパクトシ
ティの推進などの基本的な考え方から，庁舎建設
においても既存ストックを最大限活用することが
求められている。
今回の庁舎改修・改築では，既存敷地内で解体
箇所の業務を仮移転し，市役所業務を継続しなが
ら本庁舎低層棟と西庁舎を解体し，その位置に新
本庁舎を建て替える計画である。既存敷地内で
は，高さ制限など法令上の制約から建築位置や建
築可能な規模も限られ，業務を継続しながらの改
築となるため，施設稼働中の工事に対する安全管
理や限られた施工スペースという条件の厳しいも

図－ 2　配置計画　概略図
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のとなった。また，必要な庁舎規模を確保するた
め，地階を設ける計画としたことで，さらに条件
の厳しい事業となった。
④　上田市建築技術職員の体制
上田市には 20 名余の建築技術職員が在籍して
いるが，学校建設などの営繕業務や建築確認業務
などの通常業務で手一杯であるため，このような
大規模事業や，新たな入札契約方式への対応可能
な知識・経験を有する技術職員を，十分に配置し
た事業実施体制とすることは困難な状況であった。
⑤　新たな事業手法への取り組み
厳しいスケジュールの中で確実に事業進捗を図
り，同時に事業費の増大抑制や入札不調のリスク
を減らすため，新たな発注方法が有効と考えてい
た。しかし公共建築での導入事例は少なく，上田
市では経験のない発注方法であるため，実際のリ
スクを十分把握できないなど，未知の取り組みへ
の不安が大きかった。

⑵　モデル事業により整理された 4つの課題
1．スケジュールに係る課題
①　財源活用のため，平成 32 年度内の工事完
成
②　設計，工事スケジュールともに余裕のない
計画
③　免震構造大臣認定に時間を要する
2．コストに係る課題
①　不確定要素が多く計画に不安
②　施設規模が定まっていない
③　消費税増税前の契約を目指す
3．施工難易度に係る課題
①　敷地内で業務を継続した工事での安全確保
②　限られた敷地内での最適なローリング計画
4．事業実施体制に係る課題
①　市建築技術者の多様な入札契約による経験
不足
②　地域経済への波及効果を期待
③　実施設計以降のDB方式採用による基本設
計者モチベーションの低下懸念

図－ 3　報告会資料（平成 29年度多様な入札契約方式モデル事業の取り組み）
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このように，大きな 4つの課題と 11 の項目に
ついて深掘りによる検証が行われた。
1.　スケジュール
・計画工期 18 カ月に対して 22 カ月必要
・解体工事と本体工事の一体計画，仮設・ローリ
ング計画の合理化で工期短縮は可能
2.　コスト
・建設コスト設定根拠は適正
3.　施工難易度
・解体工事と新規建築工事を一体的に行うことは
合理的
・施工計画策定には技術力の高い業者が早期に参
画し，事業への影響を検証
4.　事業実施体制
・設計段階において設計者と施工者それぞれの得
意分野を活かす手法を導入
・発注者の技術者不足を補完し技術的判断をする
調整役が必要

⑶　浮き彫りになった主な課題と解決方法（図－ 4）
・建設スケジュールについては，3つの発注方法

を用いても直ちに工期短縮にはつながらない。
・必要な工期はこちらで試算した 18 カ月より 4
カ月長い 22 カ月必要との検証結果を受けた。
計画では，他市の庁舎建設事例を参考に工期
18 カ月を基本計画で見込んでいたが，地下工
事に要する期間を見誤っていた。
・解体工事と建設工事を同一工事とすることで工
期短縮への効果が期待できることと，安全管理
上も合理的であることが確認できた。
・CM会社の参画が必要など。
上田市では，この検討結果を受け，以下の方針
を公表した。

『新本庁舎建設に係る事業手法について』
⑴　発注方式について
　「実施設計・施工一括発注方式」（DB方式）
を基本とする。
⑵　対象工事について
　西庁舎・本庁舎低層棟解体工事と新本庁舎建
設工事は，一括の工事とする。
⑶　基本設計者の関与と事業管理手法について

図－ 4　報告会資料（平成 29年度多様な入札契約方式モデル事業の取り組み）
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　新本庁舎実施設計は基本設計者の関与を前提
とし，事業管理手法として CM業務の導入を
検討する。

⑴　発注方法については，従来方式，DB方式，
ECI 方式のメリット，デメリットを本事業に照
らして比較検討し，DB方式であれば，施工者
と早期に契約し設計を行うと同時に施工の計
画・準備が行えることがメリットと考え採用し
た。
⑵　建設位置にある旧庁舎の解体工事と一括の工
事とすることで，一貫した施工が可能で工期短
縮につながるとともに一貫した施工計画による
仮設工事が可能で，現場周辺の安全管理上も合
理的で安全性も高まるものと期待した。
⑶　DB方式のデメリットと考えていた設計の継
続性を確保するため，ECI 方式の特徴となる部
分を取り入れた。基本設計者が意匠設計を継続
し，施工者が解体設計，構造設計を行うこと
で，当初の設計意図を確実に伝達するととも
に，双方の得意分野を活かした共同設計が行え
ると期待した。

4.　基本設計の概要について

基本設計は，本年 1 月に契約し設計に着手し
た。プロポーザル提案を基に設計与条件の整理か
ら開始し，検討を重ねた基本レイアウトを基にこ
の 6月には基本設計を中間案としてまとめた。議
会へ報告し，市民説明会とパブリックコメントを

実施し，市民意見を確認した上で現在設計をまと
めているところである（図－ 5）。

⑴　設計概要
①　敷地概要
位置：長野県上田市大手一丁目 5403 番他
敷地面積：8,271.12 m2

用途地域：近隣商業地域
上田市景観計画：  旧城下町地域（高さ制限

25 m他）
②　南庁舎建築概要
建築面積：525 m2

延床面積：2,668 m2

構造：鉄筋コンクリート造
規模：地下 1階，地上 6階
建設：昭和 55 年
耐震補強及び改修工事予定
③　新本庁舎建築概要
用途：事務所（庁舎）
建築面積：約 2,200 m2

延床面積：約 13,000 m2

構造：  鉄骨造，鉄筋コンクリート造　基礎免震
構造

規模：地下 1階，地上 6階
最高高さ：約 24.9 m

⑵　設計の主な特徴
〈配置レイアウト〉（図－ 6）
・回遊性を生み出す建物配置
　上田駅方面からの動線を，上田城跡へ向かう大
手通りへつながる位置への建物配置

図－ 5　設計プロポーザル時のイメージ

建設マネジメント技術　　2018 年 10 月号 49

建マネ1810_03_特集_8_三.indd   49 18/10/01   16:25



多様な入札・契約方式の活用特集 多様な入札・契約方式の活用

・まちなみに連続する景観
　上田城跡周辺の景観と一体的なデザイン
・つかいやすい施設配置
　新本庁舎と南庁舎を連結棟で統合し，庁舎の一
体利用が可能（既存本庁舎高層棟を避けた位置
に一期工事で完成が可能）

⑶　今後の進め方
基本設計は 9月末が業務期限となっており，基
本設計が終わり次第，基本設計者が関与した実施
設計・施工一括発注方式による工事発注を予定し
ている。基本設計段階での工事発注となるため，
入札に必要な設計書の作成を基本設計者に追加依
頼し，CM会社が要求水準書の作成を行う役割分
担で入札公告に向けて業務をまとめている。10
月に入札公告し年内には施工者を特定したいと考
えている。

5.　CM業務の導入について

⑴　CM業務の導入について
CM業務は，他市で行われているDB方式によ

る庁舎建設で導入例が多く，モデル事業の検討で
も，事業実施体制の課題の解消方法として CM

の参画が提案されていた。上田市ではこれまで
CM業務を導入した経験がなく，導入効果も十分
把握しておらず，予算化の際も議会や市の理事者
から理解を得られるのか心配であった。しかし，
新たな入札契約方式への取り組みとして有効であ
るものとの理解が得られ，まずは設計段階でCM
業務を導入することとした。

⑵　CM業者の選定と参画について
基本設計は 1月から開始したので，新たなCM
業者が参画するまでの間は CM業者なしで設計
を進め，3月まではモデル事業の支援事業者から
支援を受けながら計画を進めた。公募を開始する
前に CM業務実績のある業者から参考見積の徴
収と同時に参画意欲を探ったが，対象となる業者
数が限られていた。4月に入り公募型プロポーザ
ルによりCM業者を募集したところ，応募者は 1
社のみであったが，提案書審査とヒアリングの結
果，実績や能力，実施体制も問題なく，CM会社
として選定し 6月から業務を開始した。

⑶　CM業務の実施状況について
業務内容は，主に 3つ（①基本設計のマネジメ
ント，②施工者選定の支援，③実施設計のマネジ
メント）である。まずは，基本設計の検討会議に

図－ 6　基本設計　配置計画
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参加し設計検討体制の検証，設計内容の確認など
を行い，現在は並行して施工者選定方法の策定を
行っている。

⑷　CM業務による施工者選定支援について
DB方式による施工者選定にあたっては，総合

評価落札方式による条件付きの一般競争入札を行
うこととした。より多くの施工者が入札に参加で
きる環境となるよう，入札実施要領作成にあた
り，建設会社への参加条件整理や意向調査を目的
としたサウンディング調査を行った。DB方式に
参加する施工者には高い設計施工レベルが求めら
れるが，この調査の結果，施工者側の状況として
設計技術者確保や基本設計者との共同設計を行う
ことへの不安などいくつかの課題が浮き彫りにな
ってきた。

6.　おわりに

⑴　事業の状況と今後の進め方
現在，新本庁舎改築については，基本設計のま
とめ段階で，工事発注の準備段階に入ってきた。
モデル事業により構築した事業手法については，
ほぼ枠組みどおり進めているが，CM業務の中で
行ったサウンディング調査の結果，施工者側から
設計技術者の確保や基本設計者との別契約による
共同設計への不安の声などが聞かれた。
経験や事例の少ない発注方法を短期間に実施し
なければならず，そういった現状の課題に合わせ
た軌道修正も必要と考え検討している。

⑵　モデル事業による支援について
市独自に新たな入札契約方式を固めようと模索
している中で，モデル事業による支援により課題
を多角的かつ深く分析していただき，解消方法も
整理して提案していただいた。新たな入札契約方
式に関する考え方が整理され根拠も明確になり，

議会や市民に対しても自信を持って説明を行える
ようになった。支援を受ける期間が 8月から 3月
であったが，できればもう半年から 1年早く支援
を受けたかった。

⑶　CM業務について
CM業務による支援について，事業計画の良し
悪しが設計から施工段階の最後まで影響を及ぼす
ため，より早い計画段階で CM業務を導入し，
適切な計画立案を行うことが望ましいと感じた。
今後も，上田市で行われる大規模事業や特殊事
業，また技術職員を十分に配置できない事業では
必要不可欠な業務だと感じている。課題としては
CMを行える業者が限られていることで，業者数
が不足していると思われる。

⑷　DB方式などの新たな事業手法について
公共建築工事においては，設計者，施工者とも
に実施実績が少なく，これらの手法に対応した制
度もまだ整っておらず，要求水準も高いことから
参画可能な事業者が限られるなど，実施へのハー
ドルは高い。今後，制度が整備され事業ごとに異
なる課題に対して，最適な発注方法を自由に選択
できるようになれば，DB方式や ECI 方式やこれ
らを組み合わせた方式などの新たな事業手法は難
しい条件の事業実施に有効な方法と考えている。

⑸　ま と め
新たな入札契約方式は，地方自治体において
は，それぞれの事業や自治体ごとに抱える課題が
異なり，さまざまな発注方式を導入した取り組み
が行われている。それぞれの手法のメリット，デ
メリットが整理され，各事業に最適な方法を適切
に選択できるようになることを期待している。た
だし，現状では，計画段階から必要なコストや期
間を確保し適切な計画で実施することができれ
ば，従来方式の設計・施工分離方式による発注方
法がベターだと感じている。
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